
 

 

 

支払基金統一事例 

【 画像診断 】 

 

５０９ リンゲル液（画像診断時）の算定について 

 

《令和７年４月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

単なるルート確保を目的とした画像診断時のリンゲル液の算定は、原則と

して認められない。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

リンゲル液は、血管内や組織間に水分・電解質を補給する等張電解質輸液

（細胞外液補充液）の一つで、添付文書の効能・効果は「循環血液量及び組織

間液の減少時における細胞外液の補給・補正」である。 

画像診断において造影剤を使用する場合、ショックやアナフィラキシー、血

圧低下等により循環管理が必要となる場合があるが、その場合、これらの傷病

名等の記載は必要である。 

以上のことから、単なるルート確保を目的とした画像診断時のリンゲル液

の算定は、原則として認められないと判断した。 
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